
（耐震診断等評価委員会設置要領）

（趣　旨）

第１条　この要領は，一般財団法人宮城県建築住宅センター（以下「センター」という。）

耐震診断等実施要綱第４条の規定に基づき，耐震診断等評価委員会の設置及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。

（委員会の設置）

第２条　耐震診断及び耐震改修設計（以下「耐震診断等」という。）に係る審査を行う

ため，耐震診断等評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２　委員会は，耐震診断等の評価依頼に合わせて，その都度設置する。

（業　務）

第３条　委員会は，提出された診断書及び改修設計書を次の各号に基づき審査し，理事

長に報告するものとする。

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

（２）建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針（平成１８年国土

交通省告示第１８４号）

（３）その他

（構　成）

第４条　委員会は，３人以上の委員で組織する。

２　委員は，耐震建築技術に関し優れた経験と知識を有し，耐震診断等評価に公正な判

断をすることができると認められる者のうちから，理事長が選任し委嘱する。

（任　期）

第５条　委員の任期は，第２条第２項による委員会が設置されている期間とする。

２　委員は再任を妨げない。

（委員長）

第６条　委員会には，委員長を置く。

２　委員長は，理事長が指名する。

（会　議）

第７条　会議は，理事長が召集し，非公開とする。

２　会議の議長は，委員長が行う。

（秘密の保持）

第８条　委員は，審査内容について秘密を保持しなければならない。

（雑　則）

第９条　この要領に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は理事長が委員会に

諮って定める。

　　　附　則

この要領は，平成９年４月１日から施行する。

　　　附　則
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この要領は，平成２２年１０月１日から施行する。

　　　附　則

この要領は，平成２３年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要領は，令和５年４月１日から施行する。


